
ひとりで、悩まないで。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

社会福祉法人山県市社会福祉協議会 
山県市東深瀬 696-1 

でんわ 0581-２３－１２１１ ファックス 0581-２３－１２３５ 

メール community@y-shakyo.or.jp 

 

X（旧：Twitter） Instagram LINE 

相談したいけれど、だれに話せばいいの？ 

自分だけがつらいんだ・・・ 

わたしたちは、どんなことでも相談に乗ります。 

だいじょうぶ。 

ひとりじゃないよ！ 

mailto:community@y-shakyo.or.jp


 

 

 

 

社会福祉協議会は、全住民を対象とした相談窓口です！ 

      ◎たとえば、こんなことを思っていませんか？ 

    親の介護が大変だな・・・ 

    無職の息子がひきこもり・・・ 

    仕事ができない・・・生活が苦しい・・・ 

    ボランティアをしたい！！ 
 

◎相談する先がわからなければ社会福祉協議会にご相談

ください！ 

    電話をかける 0581-23-1211 

    メールする community@y-shakyo.or.jp 

   直接窓口へ 山県市東深瀬 696-1 

 ※その他、FAX や SNS、民生委員さんなどを通じてのご相談もしていただけます。 

 

 

 

 状況に応じて相談員がご自宅等を訪問して 

お話を伺います。秘密はかたく守ります。 

お気軽にご相談ください。 

福祉総合相談 



  

 

 

認知症高齢者、知的障がい、精神障がいがあり 

毎日の暮らしに必要なお金の出し入れに困ったり、 

大切な書類の保管場所を忘れてしまうなどの 

お悩みをサポートし、一緒に解決します。 

◎どんなことをお手伝いしてくれるの？ 

例）福祉サービスの利用料を支払う手続き 

  日常的なお金の出し入れ・支払いの手続き 

  銀行印や通帳などを専用金庫で預かり（1 ヶ月 500 円） など 

 

 

 

 

 

「フードバンク」は「食料銀行」を意味し、まだ食べることができて

も様々な理由で余った食料を、困っている方に届ける活動です。 

◎対象世帯 
・ひとり親世帯…（未就学児、義務教育中の子がいる世帯に限ります） 

・生活費が少なく困っている世帯 

◎利用までの流れ 
  

日常生活自立支援事業 

1 時間あたり 

  1,２00 円 

フードバンク事業 

電話・メール・SNS などで 

利用申し込みをしてください。 

相談員と面談し、世帯状況の聞

き取りを行います。 

受渡日や受渡方法を決めます。 

月１回、ボランティアさん等に

よりご家庭に配達されます。 

内容：米、レトルト食品など 



 

低所得で生活が困窮している世帯の生活の安定を図るため、 

岐阜県社会福祉協議会が実施しています。 

◎資金の種類 

1．総合支援資金…生活再建までの間に必要な生活費用 

２．福祉資金…緊急かつ一時的に貸付ける少額の費用 

３．教育支援資金…高校・大学に就学するのに必要な経費 

４．不動産担保型生活資金…居住用不動産を担保として貸付ける資金 

※他制度優先、返済義務がある資金です。 

※詳細は山県市社会福祉協議会までお問い合わせください。 

 

 

 

 

★そろそろ車いすや介護ベッドが必要だな… 

★認知症のおばあさんが心配だな… 

★高齢夫婦で家事が大変だな…  など 
 

→介護保険サービスを利用するために 

    『要介護認定』の申請をしましょう！！ 
ご相談は… 
 

生活再建のためにお金を工面したい低所得世帯向け・・・ 

生活福祉資金貸付 

介護で困ったときは… 

高富・伊自良地域の方 

 

山県市 

南部包括支援センター 

（山県市高木 1596-1） 

☎0581-22-6886 

美山地域の方 

 

山県市 

北部包括支援センター 

（山県市中洞 420-2） 

☎0581-52-3340 
 

山県市健康介護課 

（山県市高木 1000-1） 

☎0581-22-6838 

 

山県市社会福祉協議会

（山県市東深瀬 696-1） 

☎0581-23-1211 


